
居宅介護支援重要事項説明書 

あなたに対する居宅介護支援の提供開始にあたり､厚生省令第３８号第４条に基づき､当事業

者があなたに説明すべき重要事項は次のとおりです。 

１ 事業の目的及び運営の方針 

（１） 事業の目的 

社会福祉法人みのり福祉会が開設する指定居宅介護支援事業所｢ケアプランセンターソ

ラーナ｣（以下事業所という。）が行う指定居宅介護支援事業所の事業（以下｢事業｣とい

う。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め､事業所の介

護支援専門員が利用者に対し､適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とします。 

（２） 運営の方針 

当事業所の介護支援専門員は､利用者が要介護状態になった場合においても、可能な

限り居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るよう支援

し、そのおかれている環境に応じて､利用者の選択により適切な保健､医療、及び在宅サー

ビス等を総合的､効果的に提供されるように居宅サービス計画を作成します。また､サービ

スに当たっては利用者の意思及び人格を尊重し､利用者の立場に立って市町村、地域包

括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護

予防支援事業者、居宅サ－ビス事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者等

との連携を図りながら、担当の介護支援専門員（ケアマネジャー）が公正､中立なサービス

に努めます。 

２ 職員の体制    

区  分 常 勤（人） 非常勤（人） 勤  務  体  制 

管理者（主任介護支援専門員兼務）      １  午前８:３０～午後５：３０ 

介護支援専門員      ３  午前８:３０～午後５：３０ 

３ 営業日及び営業時間 

月曜日から金曜日 ８：３０～１７：３０ 

 ただし､祝日他、１２月２９日から１月３日までを除く。 

 また、電話などにより、24時間連絡可能。 

緊急連絡先 ０２３４－４４－２０１１ 

４ 居宅介護支援の提供方法及び内容 

（１）居宅介護支援の提供の開始に際し､あらかじめ利用申込者又はその家族に対し､運営

規定の内容やその他､利用申込者のサービスの選択に必要な重要事項を記載した文書に

より説明を行い､利用申込者の同意を得るものとします。 

（２）居宅介護支援の提供の開始に際し､あらかじめ、居宅サービス計画が１の（２）に規定す

る運営の方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居

宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること、当該事業者を居宅サービス計

画に位置付けた理由を求めることが可能であること等につき説明を行い、理解を得るものと

します。 



（３）居宅介護支援の提供の開始に際し､あらかじめ、利用者又はその家族に対し､利用者に

ついて、病院または診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支

援専門員の氏名及び連絡先を当該病院または診療所に伝えるよう求めます。 

（４）指定居宅介護支援の内容は次のとおりとし､指定居宅介護支援を提供した場合の利用

料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとします。 

（ア） 居宅サービス計画の作成 

（イ） 居宅サービス事業所等との連絡調整 

（５）利用者等の同意を得たうえで、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニ

タリングや他のサービス事業所との連携によるモニタリングを実施することがあります。また、

テレビ電話装置等を活用してサービス担当者会議等を実施することがあります。 

 □ 同意します。 

５ 利用料金   ※利用料金の詳細については別紙説明書あり 

要介護認定を受けた方は、介護保険制度から全額給付されるので、自己負担はありま

せん。ただし、保険料の滞納により､法定受領ができなくなった場合は、１ヶ月あたりかかる

金額をいただき､当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供

証明書を後日各市町村の介護保険係に提出しますと、全額払い戻しを受けられます。 

６ 事業の実施地域 

通常の事業の実施地域は庄内町です。 

７ 第三者評価の実施   無 

８ サービスの内容に関する相談･苦情窓口 

当事業所の居宅支援に関する相談･苦情及び居宅サービス計画に基づいて提供して

いる各サービスに関する相談､苦情については､次のところで承ります。 

（１） 苦情等受付窓口 

担    当  遠 田 恵 美 

電    話 ０２３４－４４－２０１１ 

F  A  X ０２３４－４４－２０１３ 

相談受付時間 月曜日～金曜日   午前９時～午後５時 

（祝日及び１２月２９日から１月３日までを除く） 

また、苦情受付ボックスを事務所窓口に設置しております。 

 



 ＜苦情等受付の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）行政機関その他苦情受付 

庄内町役場 保健福祉課 介護保険係 

電    話 ０２３４－４２－０１５０ 

F  A  X ０２３４－４２－０８９４ 

住    所 〒999-7781   山形県庄内町余目字町 132-1 

相談受付時間 月曜日～金曜日   午前８時３０分～午後５時１５分 

（祝日及び１２月２９日から１月３日までを除く） 

山形県国民健康保険団体連合会 

電    話 ０２３７－８７－８００６ （苦情相談専用電話） 

ファックス ０２３７―８３―３３５４ 

住    所 〒991-0041 

山形県寒河江市大字寒河江字久保 6番地 

相談受付時間 月曜日～金曜日   午前９時～午後４時 

（祝日及び１２月２９日～１月３日までを除く） 



９ 当事業所の概要 

名称･法人種別 社会福祉法人みのり福祉会 ケアプランセンターソラーナ 

代表者役職 

   氏 名 
 管理者  金 子 絵 美 

    

所在地 

〒９９９－７７２７ 

山形県東田川郡庄内町南野字北野１００－２ 

 電話 ０２３４－４４－２０１１   

 ＦＡＸ ０２３４－４４－２０１３ 

 

令和    年    月    日 

 

 居宅介護支援の提供開始にあたり､利用者に対して契約書及び本書面に基づき、重要 

な事項を説明しました。 

 

事 

業 

者 

所在地 〒９９９－７７２７ 

山形県東田川郡庄内町南野字北野１００－２ 

名 称 ケアプランセンターソラーナ 

説明者 氏  名  

 

私は､契約書及び本書面により､事業者から居宅介護支援についての重要事項の説明を 

受け、同意しました。 

 

利 

用 

者 

 

住 所 
〒□□□－□□□□ 

氏 名 印 

 

代 

理 

人 

 

住 所 
〒□□□－□□□□ 

氏 名 印 

（続柄         ） 

 


